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平成３１年度の入札・契約制度の改正について 

 

 平成３１・３２年度足利市入札参加資格審査（定期受付）を行い、以下のように入

札・契約制度を実施します。 

 

１ 格付等について 

次のとおり取り扱うものとします。 

 格付について 

  市内業者及び準市内業者を対象に、以下の工種につき、区分に応じて行うものと

し、建築一式工事、舗装工事の格付に対する総合点数を改正します。 

工 種 
等 

級 

総 合 点 数 

平成３１・３２年度 現 行 

土木一式工事 

Ａ ７９０点以上 ７９０点以上 

Ｂ ６８０点以上７９０点未満 ６８０点以上７９０点未満 

Ｃ ６８０点未満 ６８０点未満 

建築一式工事 
Ａ ７８０点以上 ７５０点以上 

Ｂ ７８０点未満 ７５０点未満 

舗装工事 
Ａ ７３０点以上 ７００点以上  

Ｂ ７３０点未満 ７００点未満 

   上記以外の工種については、格付をしていません。 

 主観点数について 

  主観点数に「建設業労働災害防止協会への加入状況」を追加します。なお、１～

４については現行からの変更はありません。 

番号 項目 数値 

１ 市発注工事の工事成績 

 工種別の工事成績及び受注件数（定期

審査年度の前々年度の１月１日から定期

審査年度の１２月３１日までに完成検査

が完了した、予定価格が１件１３０万円

を超える工事を対象とする。） 

 

工事平均成績が７０点以上の場合 

 （工事成績の平均点数－６９）×（受

注工事件数の平方根）×３＋２０（点） 

（点数に小数部分があるときには、これ

を切り捨てた点数とする。） 

 

  特定建設工事共同企業体が請け負っ

た工事については、その構成員それぞ

れが、工事成績が当該工事の成績であ

る１件の工事を施工したものとして算

出する。ただし、予定価格については、

総額により判断する。 
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２ 足利市優良建設工事等表彰要綱（以下「表

彰要綱」という。）に基づく優良建設工事

表彰受賞歴 

 表彰要綱に基づく表彰受賞者の受賞回

数（定期審査年度の前年度及び前々年度

の２年間の受賞を対象とする。） 

 

 

受賞対象工種ごとに 

 受賞回数×２０（点） 

３ 障害者の雇用に関する状況 

 申請日直前の６月１日現在において障

害者の雇用の促進等に関する法律（昭和

３５年法律第１２３号）第４３条第５項

に規定する事業主であって、同日現在に

おいて障害者（同法第２条第２号に規定

する身体障害者、同条第４号に規定する

知的障害者及び同法第７２条の２に規定

する精神障害者をいう。以下同じ。）を法

定雇用労働者数以上雇用しているとき 

 又は、申請日直前の６月１日現在にお

いて同法第４３条第５項に規定する事業

主以外のものであって、障害者を１人以

上雇用しているとき 

 

該当する場合は１０（点） 

４ 消防団員の雇用等に関する状況 

(1)足利市消防団協力事業所表示制度実

施要綱に基づき消防団協力事業所表

示証の交付を受けているとき 

(2)足利市消防団員を２名以上雇用して

いるとき 

(3)足利市消防団員を１名雇用している

とき 

 

(2)及び(3)については、役員が該当する

場合も対象とする。 

 

該当する場合は２０（点） 

 

 

該当する場合は１５（点） 

 

該当する場合は１０（点） 

 

ただし、２０点を上限とする。 

５ 建設業労働災害防止協会への加入状況 

本社、主たる営業所又は年間委任先の

営業所において、建設業労働災害防止協

会に加入しているとき 

 

該当する場合は５（点） 
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 発注基準金額について 

土木一式工事のＡ級・Ｂ級に対する発注基準金額を改正します。 

工 種 
等 

級 

発 注 基 準 金 額 

平成３１・３２年度 現 行 

土木一式工事 

Ａ ５００万円以上 ７００万円以上 

Ｂ ３，５００万円未満 
３，５００万円未満 

３００万円以上 

Ｃ １，０００万円未満 １，０００万円未満 

建築一式工事 
Ａ ５００万円以上 ５００万円以上 

Ｂ ３，０００万円未満 ３，０００万円未満 

舗装工事 
Ａ １３０万円超  １３０万円超  

Ｂ １，０００万円未満 １，０００万円未満 

 

 指名基準数について 

  現行からの変更はありません。 

発注見込み金額 
指 名 業 者 数 

平成３１・３２年度 現 行 

５００万円未満 ５者以上 ５者以上 

５００万円以上 ６者以上 ６者以上 

１，０００万円以上 ８者以上 ８者以上 

５，０００万円以上 １０者以上 １０者以上 

１０，０００万円以上 １２者以上 １２者以上 

 


